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33．共犯関係の解消⑴～最決平 21.6.30【百選Ⅰ94】 

【論述例】 

１ 甲は，共犯者７名との間で住居侵入・強盗の共謀を遂げたところ，そのうちの共犯者５名

がＶ方に侵入して強盗を実行し，その際に加えた暴行によってＶら２名を負傷させている。

そこで，甲に住居侵入罪（130 条）及び強盗致傷罪（240 条前段）の共同正犯（60条）が成立

しないか。 

⑴ 共同正犯も「正犯」（同条）である以上，共同正犯の成立には，少なくとも①正犯意思が

必要である。また，共同正犯の処罰根拠である相互利用補充関係に基づく共同犯行の一体

性を基礎付けるべく，「共同して犯罪を実行した」（同条）といえるためには，②意思連絡

（共謀）と③それに基づく実行行為が必要である。 

⑵ア これを本件についてみると，まず，①について，甲及び共犯者７名の関係は対等であ

り，甲の役割が強盗の実行行為を行うという重要な役割である点に鑑みると，甲には，

当該犯罪を自己の犯罪として行う意思，すなわち正犯意思が認められる。 

イ 次に，②について，上記のとおり，甲は，共犯者７名との間で住居侵入・強盗の共謀

を遂げた。 

ウ 後に，③について，甲は，「人が集まっている。早くやめて出てきた方がいい」，「危

ないから待てない。先に帰る」などと述べた共犯者と話し合って一緒に逃げている。と

なると，共犯関係は既に解消されており，共謀に基づく実行行為があるとは認められな

いのではないか。 

共犯の処罰根拠は，自己の行為が結果に対して因果性を与えた点に求められる。そう

だとすれば，後の結果と自己の行為との因果性が断ち切られたと評価できれば，共犯関

係の解消を認めて良い。しかし，上記のとおり，甲は，共犯者７名と住居に侵入して強

盗に及ぶことを共謀したところ，共犯者の一部が家人の在宅する住居に侵入した後，見

張り役の共犯者が既に住居内に侵入していた共犯者に電話で「犯行をやめた方がよい，

先に帰る」などと一方的に伝えただけで，甲において格別それ以後の犯行を防止する措

置を講ずることなく待機していた場所から見張り役らと共に離脱したにすぎず，残され

た共犯者らがそのまま強盗に及んだものと認められるから，因果性が断ち切られたとは

評価できない。 

よって，共犯関係の解消は認められず，共犯者５名の行為は上記共謀に基づく実行行

為と認められる。 

２ 以上より，甲には住居侵入罪及び強盗致傷罪の共同正犯（60条）が成立し，両罪は，「犯罪

の手段…である行為が他の罪名に触れるとき」として，牽連犯（54 条１項後段）となる。 

  


